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（別記１）変更事項 
 

○計画本体 

３ 構造改革特別区域の範囲 

４ 構造改革特別区域の特性 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

 

○別紙 

４ 特定事業の内容 

 
 
（別記２）変更事項の内容 
 
○計画本体 

３ 構造改革特別区域の範囲 
  ・「佐倉市、栄町、東庄町、海上町、鋸南町の全域」を追加。 

※下線部が変更した部分 

変 更 前 変 更 後 

３ 構造改革特別区域の範囲 

・東金市、流山市、我孫子市、富津

市、印西市、白井市及び長生村の全域 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

・佐倉市、東金市、流山市、我孫子

市、富津市、印西市、白井市、栄町、

東庄町、海上町、長生村及び鋸南町の

全域 

 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

  ・変更後の構造改革特別区域の範囲である佐倉市、東金市、流山市、我孫子

市、富津市、印西市、白井市、栄町、東庄町、海上町、長生村及び鋸南町

の特性として、記述を変更。 

変 更 前 変 更 後 

４ 構造改革特別区域の特性 
(4) 構造改革特別区域の範囲である東

金市、流山市、我孫子市、富津

４ 構造改革特別区域の特性 
(4) 構造改革特別区域の範囲である佐

倉市、東金市、流山市、我孫子
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変 更 前 変 更 後 

市、印西市、白井市及び長生村の

特性 

 

我孫子市には、知的障害者デイサー

ビス事業所が無い。東金市、印西市及

び白井市には、知的障害者デイサービ

ス事業所及び身体障害者デイサービス

事業所が無く、流山市には、知的障害

者デイサービス事業所及び障害児デイ

サービス事業所が無い。また、富津市

及び長生村では知的障害者デイサービ

ス事業所、身体障害者デイサービス事

業所及び障害児デイサービス事業所が

無い状況である。 

 

このため、これら７市村の区域で生

活する障害者の方々は他の市町村のサ

ービスを受けるか若しくは受けていな

い状況である。 

また、障害児デイサービス事業所が

ある東金市、我孫子市、印西市及び白

井市においても、障害児デイサービス

事業所は各市に１事業所であり、障害

児通園デイサービス事業であるため、

土・日・祝祭日や夏休み等の長期休暇

時の受け入れは実施しておらず、家族

の負担が大きくなっている状況であ

る。 

  

さらに、当区域においては、以下の

ような特性がある。 

①当区域の障害者からは各市村内で

サービスを受けたいという強い要望が

市、富津市、印西市、白井市、栄

町、東庄町、海上町、長生村及び

鋸南町の特性 

我孫子市には、知的障害者デイサー

ビス事業所が無い。佐倉市、東金市、

印西市、白井市及び栄町には、知的障

害者デイサービス事業所及び身体障害

者デイサービス事業所が無く、流山市

には、知的障害者デイサービス事業所

及び障害児デイサービス事業所が無

い。また、富津市、東庄町、海上町、

長生村及び鋸南町では知的障害者デイ

サービス事業所、身体障害者デイサー

ビス事業所及び障害児デイサービス事

業所が無い状況である。 

このため、これら１２市町村の区域

で生活する障害者の方々は他の市町村

のサービスを受けるか若しくは受けて

いない状況である。 

また、障害児デイサービス事業所が

ある佐倉市、東金市、我孫子市、印西

市、白井市及び栄町においても、障害

児デイサービス事業所は各市町に１事

業所であり、障害児通園デイサービス

事業であるため、土・日・祝祭日や夏

休み等の長期休暇時の受け入れは実施

しておらず、家族の負担が大きくなっ

ている状況である。 

 

 さらに、当区域においては、以下の

ような特性がある。 

①当区域の障害者からは各市町村内

でサービスを受けたいという強い要望
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変 更 前 変 更 後 

上がっている。 

②東金市、流山市、我孫子市、富津

市、印西市、白井市及び長生村として

も、障害者デイサービスの充実を図る

ことにより、障害者（児）施策の充実

を図る意向がある。 

 

 ③当区域内に、特定事業（９０６：

指定通所介護事業所等における知的障

害者及び障害児の受入事業）の実施に

ついて、実施の意向を示している意欲

的な事業者が存在している。 

このような状況を踏まえると、当計

画の推進に当たり、千葉県において

は、東金市、流山市、我孫子市、富津 

市、印西市、白井市及び長生村の全域

から規制の特例措置の適用を図ってい

く必然性があるものと判断される。 

 

が上がっている。 

②佐倉市、東金市、流山市、我孫子

市、富津市、印西市、白井市、栄町、

東庄町、海上町、長生村及び鋸南町と

しても、障害者デイサービスの充実を

図ることにより、障害者（児）施策の

充実を図る意向がある。 

 ③当区域内に、特定事業（９０６：

指定通所介護事業所等における知的障

害者及び障害児の受入事業）の実施に

ついて、実施の意向を示している意欲

的な事業者が存在している（東庄町と

海上町は一体の区域として扱う。）。 

このような状況を踏まえると、当計

画の推進に当たり、千葉県において

は、佐倉市、東金市、流山市、我孫子

市、富津市、印西市、白井市、栄町、

東庄町、海上町、長生村及び鋸南町の

全域から規制の特例措置の適用を図っ

ていく必然性があるものと判断され

る。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

  ・構造改革特別区域の範囲の変更に伴い、記述を変更。 

変 更 前 変 更 後 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

当計画の推進に当たっては、適用事

業者及び関係市町村の意向等を踏ま

え、当面、その区域を東金市、流山

市、我孫子市、富津市、印西市、白井

市及び長生村の全域として実施すると

ともに、同区域の他の指定通所介護事

業所についても、空き状況を勘案しな

６ 構造改革特別区域計画の目標 

当計画の推進に当たっては、適用事

業者及び関係市町村の意向等を踏ま

え、当面、その区域を佐倉市、東金

市、流山市、我孫子市、富津市、印西

市、白井市、栄町、東庄町、海上町、

長生村及び鋸南町の全域として実施す

るとともに、同区域の他の指定通所介
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変 更 前 変 更 後 

がら、規制の特例措置の適用を図って

いく。 

 

護事業所についても、空き状況を勘案

しながら、規制の特例措置の適用を図

っていく。 

 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

  ・変更後の構造改革特別区域の範囲である佐倉市、東金市、流山市、我孫子

市、富津市、印西市、白井市、東庄町、海上町、長生村及び鋸南町におけ

る経済的効果として記述を変更。 

変 更 前 変 更 後 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構

造改革特別区域に及ぼす経済的社会的

効果 

(1)経済的効果 

 

・当計画の区域である東金市、流山

市、我孫子市、富津市、印西市、白井

市及び長生村の全域においては、特定

事業（９０６：指定通所介護事業所等

における知的障害者及び障害児の受入

事業）の活用により、知的障害者デイ

サービスとの混合利用が可能となるこ

とと相まって、平成１９年度までの５

年間で、通所介護の供給量が１．５倍

になることが見込まれる。 

 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構

造改革特別区域に及ぼす経済的社会的

効果 

(1)経済的効果 

 

・当計画の区域である佐倉市、東金

市、流山市、我孫子市、富津市、印西

市、白井市、栄町、東庄町、海上町、

長生村及び鋸南町の全域においては、

特定事業（９０６：指定通所介護事業

所等における知的障害者及び障害児の

受入事業）の活用により、知的障害者

デイサービスとの混合利用が可能とな

ることと相まって、平成１９年度まで

の５年間で、通所介護の供給量が１．

５倍になることが見込まれる。 
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○別紙 

４ 特定事業の内容 

  ・構造改革特別区域の範囲の変更に伴い、記述を変更。 

変 更 前 変 更 後 

４ 特定事業の内容 

(2)事業が行われる区域 

東金市、流山市、我孫子市、富

津市、印西市、白井市及び長生

村の全域 

 

 

 

(3)事業の実施期間 

  特区計画の認定後（変更認定を含

む） 

（市村の補助金予算措置、市村と

事業者の事業委託契約が締結され

た後） 

 

４ 特定事業の内容 

(2)事業が行われる区域 

佐倉市、東金市、流山市、我孫

子市、富津市、印西市、白井

市、栄町、東庄町、海上町、長

生村及び鋸南町の全域 

但し、東庄町と海上町は、一体

の区域として扱う。 

(3)事業の実施期間 

  特区計画の認定後（変更認定を含

む） 

（市町村の補助金予算措置、市町

村と事業者の事業委託契約が締結

された後） 

 

 


